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登米市教育委員会会議録 

会議の名称 平成２４年第１２回登米市教育委員会臨時会議 

開催日時 

 

 

平成２４年９月２４日（月） 

午後２時４０分 開会 

午後４時３０分 閉会 

開催場所 登米市中田庁舎 教育長室 

委員長氏名 委員長 畠山信弘 

出席委員氏名 

 

 

 

 

委員長 畠山信弘 

委員長職務代行者 久保泰宏 

委員 橘 智法 

委員 小野寺範子 

教育長 片倉敏明 

欠席委員 なし 

傍聴者 なし 

事務局職員氏名 

 

 

 

 

 

教育次長（学校教育担当） 佐藤賀津雄 

教育次長（社会教育担当） 鈴木 均 

学校教育管理監 萩田隆児 

参事兼学校教育課長 佐藤裕孝 

活き生き学校支援室長 千葉 整 

参事兼生涯学習課長 本宮秀年 

参事兼教育総務課長 千葉幸弘 

書記 教育総務課 副参事兼課長補佐 千葉祐宏 

議題 議案第２０号 登米市立学校設置条例の一部を改正する条例について 

議案第２１号 
登米市就学すべき学校の指定に関する規則の一部を改正す

る規則について 

議案第２２号 登米市立幼稚園規則の一部を改正する規則について 

  

  

会議結果 議案第２０号 決定 

議案第２１号 決定 

議案第２２号 決定 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

 

佐藤教育次

長、萩田学

校教育管理

監 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

片倉教育長 

 

畠山委員長 

 

片倉教育長 

 

畠山委員長 

 

萩田学校教

育管理監 

 

開会（午後２時４０分） 

 教育委員会議の開会を宣言し、本日の議事日程に基づき会議を開く旨

を告げる。 

  

 会議録署名委員の指名を行います。 

 

委員長から指名してよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

  

 ご異議がないようですので、２番橘委員、３番小野寺委員にお願いし

ます。 

 

日程第１、議案第２０号「登米市立学校設置条例の一部を改正する条

例について」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別紙資料に基づき説明） 

 

 

 

説明が終わりました。議案第２０号「登米市立学校設置条例の一部を

改正する条例について」、ご質問ありませんか。 

 

森小学校と佐沼小学校は、対等統合ですか 

 

はい、対等統合です。 

 

対等統合であれば、開校式は行いますか。 

 

行います。 

 

米山東小学校の時も、開校式を行いましたね。 

 

行いました。記録も残っております。 
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佐藤教育次

長 

 

 

萩田学校教

育管理監 

 

片倉教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

佐藤教育次

長 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

今回の資料の中にもありますが、統合準備委員会の総務委員会の中

に、記念式典実行委員会を組織しており、開校式を計画し実施するこ

とにしています。 

 

佐沼小学校は変わらないのですが、校舎が新しくなりますし、児童も

新たに入りますので、開校式を行うことにしております。 

 

今回の統合に関しては、森地区の方々、ＰＴＡの方々には、歴史と伝

統のある森小学校がなくなるということで、地域コミュニティの崩壊

という危機感をもっておられましたが、子どもたちのことを第一に考

え、統合やむなしという大きな決断をしていただきました。特に、地

域の結びつきの強い地区ですので、本当につらい決断だったと思いで

す。この前の会議では、佐沼小学校を活用し、校歌もそのままでいい

というところまで決断していただき、全く頭の下がる思いです。教育

委員会といたしましても、そういったことを十分踏まえ、子どもたち

のこと、地域のこと、コミュニティのこと、公民館のあり方なども含

め、しっかりと対応していきたいと考えております。 

 

本年度の教育委員会の主導的な動きが、森地区の方々を揺り動かした

と思います。これまでは、状況も思わしくなかったわけですが、幼稚

園の休園を境に、今年４月からの働きかけの成果が表れたのだと思い

ます。さらに、内部的な動きもあり、一気に加速したと思います。い

ずれにしても、今年の頑張りを評価したいと思います。 

 

この条例改正案は、いつ議会にかけるのですか。 

 

１２月定例議会に上程したいと考えております。 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第２０号「登米市立学校設置条例の

一部を改正する条例について」は、原案のとおり決定することにご異

議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第１、議案第２０号「登米市立学校
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畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

 

佐藤教育次

長 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

 

佐藤教育次

長 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

設置条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり決定する

こととします。 

 

日程第２、議案第２１号「登米市就学すべき学校の指定に関する規則

の一部を改正する規則について」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別紙資料に基づき説明） 

 

説明が終わりました。議案第２１号「登米市就学すべき学校の指定に

関する規則の一部を改正する規則について」、ご質問ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第２１号「登米市就学すべき学校の

指定に関する規則の一部を改正する規則について」は、原案のとおり

決定することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第２、議案第２１号「登米市就学す

べき学校の指定に関する規則の一部を改正する規則について」は、原

案のとおり決定することとします。 

 

日程第３、議案第２２号「登米市立幼稚園規則の一部を改正する規則

について」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別紙資料に基づき説明） 

 

説明が終わりました。議案第２２号「登米市立幼稚園規則の一部を改

正する規則について」、ご質問ありませんか。 

 

森幼稚園は、休園措置をしていたのではないのですか。休園を解除す

れば、入園でき、そこから佐沼小学校へ入ることもできるのではない



 - 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木教育次

長 

畠山委員長 

 

 

佐藤教育次

長 

 

畠山委員長 

 

 

鈴木教育次

長 

 

 

畠山委員長 

 

 

鈴木教育次

長 

 

 

 

佐藤教育次

長 

 

 

萩田学校教

育管理監 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

萩田学校教

ですか。 

 

今回は、森小学校と同様に条例からなくなるということです。 

 

これは、問題にはなりませんか。閉園の理由はどうなるのですか。森

小学校がなくなっても、森幼稚園はあってもいいのではないですか． 

 

現実に、森幼稚園は園児もいませんので、閉園とするものです。さき

ほどの学校設置条例の一部改正の中にも入っております。 

 

そのため、休園しているのではないのですか。今、幼稚園の施設は何

に使っていますか。 

 

幼稚園には変わりありませんが、今は、たまたま森地区の公民館の代

替施設として使っております。このまま、条例上残れば、人事的なもの

や維持管理などをしていかなければなりません。 

 

理由も明記されていないのに、閉園することができるのですか。事務

処理的に大丈夫であればいいのですが。 

 

議案の中には、提案理由は入りませんが、さきほどの説明のとおり、

今後将来にわたって、園児が入る見込みがないので、小学校と同じよう

に条例から幼稚園をなくし、学区はないのですが、東佐沼幼稚園で対応

するということになります。 

 

この件につきましては、森小学校の統合の説明会の折にも、最終的に、

３０日に森小学校の統合と合わせて幼稚園の閉園についても説明をし

ております。 

 

５月の統合問題対策委員会で森幼稚園の今後のあり方について説明

をしており、特に異論は出ませんでした。また、市教委主催の説明会等

でも、森幼稚園については閉園としたいということでお話をしました。 

 

森小学校の統合については、資料としては万全だと思いますが、森幼

稚園については、休園ではなかったのかという意見が出るのではないで

しょうか。ですから、手続きをきちんとしておかなければならないと思

います。 

 

当初、森幼稚園と東佐沼幼稚園の統合ということで進めていたようで
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育管理監 

 

畠山委員長 

 

 

鈴木教育次

長 

 

畠山委員長 

 

 

片倉教育長 

 

 

鈴木教育次

長 

 

佐藤教育次

長 

 

鈴木教育次

長 

 

畠山委員長 

 

 

 

小野寺委員 

 

 

 

 

萩田学校教

育管理監 

 

鈴木教育次

長 

 

 

す。 

 

急ぐことでもないと思いますので、準備を入念にして統合ということ

で閉園にした方がいいのではないですか。 

 

今回、森小学校と一緒に議会等にかけないと、森幼稚園だけでは、理

由がなくなります。 

 

そうであれば、きちんと準備をして、議会にかけた方がいいのではな

いですか。 

 

森小学校と佐沼小学校の統合と同時期に、森幼稚園と東佐沼幼稚園を

統合し、結果として森幼稚園を閉園とするということです。 

 

条例の改正の場合、法令上、その閉園の理由は明記されません。その

名称がなくなるだけで、理由は記載されません。 

 

条例の改正文を見てもわかるとおり、名称を削るだけで、統合などの

理由は入りません。 

 

議会には、条例の一部改正だけが上程され、規則改正はかかりません。

説明の中で、統合のため閉園になりますと説明することになります。 

 

わかりました。しかし、休園について、しっかり説明をしていただき

たいと思います。閉園の意味合いで理解している人も多いとは思います

が。 

 

委員長は、休園は再開する可能性があるというお話しですが、私は、

休園は、閉園の可能性があるというふうに解釈しました。両方の解釈が

あるのではないでしょうか。また、閉園するのであれば、何かの形の閉

園式を行った方がいいのではないかと思います。 

 

森小学校の閉校式の日に、併せて森幼稚園の閉園式も実施できないか

検討したいと思います。 

 

今、森幼稚園は、公民館の代替施設として使用していますが、施設の

利用や要望を受けての説明などの中で、幼稚園が閉園になることは、地

区の方々は認識しているようです。 
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畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第２２号「登米市立幼稚園規則の一

部を改正する規則について」は、原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第３、議案第２２号「登米市立幼稚

園規則の一部を改正する規則について」は、原案のとおり決定するこ

ととします。 

 

閉会（午後４時３０分） 

 

 


